
＜入居年＞ Ｒ4年 Ｒ5年 Ｒ6年 Ｒ7年

借
入
限
度
額

新
築
住
宅
・
買
取
再
販

長期優良住宅・低炭素住宅 5，000万円 4，500万円

ZEH水準省エネ住宅 4，500万円 3，500万円

省エネ基準適合住宅 4，000万円 3，000万円

その他の住宅 3，000万円
0円（2023年までに
新築の建築確認：

2，000万円）

既
存
住
宅

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

3，000万円

その他の住宅 2，000万円

控除期間
新築住宅・買取再販

13年（その他の住宅は、2024年以降の入居
の場合は10年）

既存住宅 10年

所得要件 2，000万円

床面積要件 50㎡（新築で2023年までに建築確認：40㎡
（所得要件：1，000万円））

（出典）国土交通省

外皮性の基準 屋根や外壁などの断熱性能に
関する基準。高断熱になるほ
ど良く、日本列島を8区分に
分けそれぞれ基準値以下であ
ることが求められる。

一次エネルギー
消費量基準

冷暖房や照明、給湯器など住
宅内で消費されるエネルギー
量に関する基準。省エネ・高
効率設備にするとエネルギー
消費量が少ない。

対象住宅 控除限度額 控除率

認定住宅、ZEH
水準省エネ住宅

650万円 10％

若年世帯への住宅取得支援について

1
�
は
じ
め
に

我
が
国
に
お
い
て
は
1
9
7

0
年
代
の
後
半
か
ら
合
計
特
殊

出
生
率
が
2
・
0
を
下
回
る
少

子
化
の
状
況
が
続
い
て
い
る
。

さ
ら
に
令
和
3
年
に
は
、
コ
ロ

ナ
禍
の
影
響
も
あ
っ
て
か
合
計

特
殊
出
生
率
は
過
去
最
低
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
少
子
化
の

状
況
は
、
人
口
減
少
や
人
口
構

造
の
高
齢
化
を
ま
ね
き
、
そ
れ

に
伴
う
経
済
の
縮
小
や
社
会
保

障
費
の
負
担
を
支
え
き
れ
な
く

な
る
等
の
様
々
な
問
題
を
生
じ

る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

少
子
化
の
原
因
は
い
く
つ
か

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
の
一

つ
に
20
代
か
ら
30
代
の
若
年
世

帯
が
子
育
て
に
適
し
た
住
宅
を

取
得
で
き
な
い
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
そ
の
た
め
若
年
世
帯
へ

の
住
宅
取
得
を
支
援
す
る
こ
と

は
少
子
化
対
策
の
一
つ
と
し
て

も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、
現
行
の
支
援
の
制

度
の
う
ち
金
銭
的
な
支
援
と
し

て
は
、
税
制
に
よ
る
支
援
制
度

と
補
助
金
に
よ
る
支
援
制
度
が

あ
る
。
本
稿
で
は
紙
面
の
関
係

上
、
税
制
に
よ
る
支
援
制
度
と

補
助
金
に
よ
る
支
援
制
度
の
う

ち
代
表
的
な
も
の
に
つ
い
て
の

み
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

税
制
に
お
け
る
住
宅
取
得
支

援
の
制
度
と
し
て
は
、
住
宅
借

入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得

税
額
の
特
別
控
除
（
以
下
「
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」
と
い

う
）
や
認
定
住
宅
等
の
新
築
等

を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特

別
控
除
、
住
宅
取
得
等
資
金
の

贈
与
税
の
非
課
税
（
本
稿
で
は

割
愛
す
る
）
な
ど
の
制
度
が
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
令
和

4
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い

て
、
2
0
5
0
年
に
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
達
成
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
、
省
エ
ネ
基

準
が
盛
り
込
ま
れ
た
改
正
が
行

わ
れ
て
い
る
。

2
�
住
宅
取
得
に
つ
い
て
の
環
境

住
宅
取
得
の
支
援
制
度
の
前

に
若
年
世
帯
を
と
り
ま
く
環
境

等
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て

お
き
た
い
。

⑴
不
動
産
の
価
格

住
宅
地
、
戸
建
て
住
宅
、
マ

ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
住
宅
用
の
不

動
産
の
価
格
は
、
平
成
20
年
後

半
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降

右
肩
上
が
り
で
上
昇
を
続
け
て

お
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
マ
ン

シ
ョ
ン
の
価
格
に
つ
い
て
は
大

幅
に
上
昇
を
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
東
京
23
区
に
お
け
る
令
和

3
年
度
に
成
約
し
た
新
築
分
譲

マ
ン
シ
ョ
ン
の
平
均
価
格
は
8

4
4
9
万
円
と
過
去
最
高
の
価

格
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
22
年

度
の
成
約
価
格
の
約
4
7
0
0

万
円
に
比
べ
る
と
約
10
年
間
で

お
よ
そ
1
・
8
倍
に
ま
で
上
昇

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
新
築
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の

価
格
の
高
騰
は
、
中
古
マ
ン
シ

ョ
ン
市
場
に
も
影
響
し
、
中
古

マ
ン
シ
ョ
ン
も
新
築
マ
ン
シ
ョ

ン
と
同
様
に
価
格
が
上
昇
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ン
シ
ョ

ン
価
格
の
高
騰
は
、
共
働
き
が

多
く
通
勤
時
の
利
便
性
を
求
め

る
都
心
の
マ
ン
シ
ョ
ン
需
要
の

高
い
若
年
世
帯
に
と
っ
て
は
、

非
常
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

⑵
平
均
給
与
の
推
移

国
税
庁
か
ら
発
表
さ
れ
て
い

る
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
に

よ
る
と
、
30
歳
代
の
平
均
年
収

の
推
移
は
平
成
9
年
か
ら
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
直
後
の
平
成
21

年
ま
で
下
が
り
続
け
、
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
後
は
緩
や
か
な
回

復
基
調
に
あ
っ
た
も
の
の
、
直

近
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ

り
減
少
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

令
和
2
年
度
の
平
均
年
収
は
30

代
前
半
が
約
4
0
0
万
円
、
30

代
後
半
が
約
4
3
7
万
円
、
こ

れ
は
ピ
ー
ク
時
に
比
べ
る
と
約

50
万
円
ほ
ど
減
少
し
て
お
り
、

収
入
の
面
か
ら
み
て
も
住
宅
取

得
を
厳
し
い
も
の
と
し
て
い

る
。

⑶
住
宅
ロ
ー
ン
の
金
利

住
宅
ロ
ー
ン
の
金
利
の
う

ち
、
変
動
金
利
の
基
準
金
利
は

年
2
・
4
7
5
％
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
利
率
は
平
成
21
年
か

ら
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
非
常
に

低
い
利
率
の
ま
ま
推
移
し
て
い

る
。
な
お
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
利

用
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
金
利

は
、
こ
の
基
準
金
利
に
各
金
融

機
関
が
独
自
で
定
め
た
金
利
割

引
き
分
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
適
用
金
利
は
年
1

％
を
下
回
る
こ
と
も
あ
る
。
ま

た
、
固
定
金
利
に
つ
い
て
も
令

和
4
年
6
月
の
基
準
金
利
は
年

3
・
6
％
と
な
っ
て
お
り
、
こ

ち
ら
も
低
い
利
率
で
推
移
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
住
宅
ロ
ー

ン
の
金
利
に
つ
い
て
は
、
変
動

・
固
定
と
も
に
非
常
に
低
い
水

準
で
推
移
し
て
お
り
、
住
宅
を

取
得
す
る
の
に
プ
ラ
ス
の
要
素

と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
住

宅
ロ
ー
ン
は
最
長
35
年
間
の
非

常
に
長
い
返
済
期
間
と
な
る
た

め
、
変
動
金
利
が
今
ま
で
と
同

様
の
低
い
利
率
の
ま
ま
推
移
す

る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

ま
た
、
固
定
金
利
に
つ
い
て

も
、
為
替
の
影
響
な
ど
に
よ
り

今
後
は
上
昇
す
る
可
能
性
も
あ

る
。

3
�
主
な
住
宅
取
得
支
援
税
制

⑴
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
措
法
41
）

①

制
度
の
概
要

個
人
が
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
居
住
用
の
家
屋
の
新
築
、

新
築
住
宅
、
買
取
再
販
住
宅
若

し
く
は
既
存
住
宅
の
取
得
等
を

し
て
、
こ
れ
ら
の
家
屋
を
令
和

7
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
自

己
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合

に
、
そ
の
者
が
そ
の
住
宅
の
取

得
等
の
た
め
の
借
入
金
等
の
金

額
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
居

住
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る

年
以
後
一
定
の
控
除
期
間
に
わ

た
っ
て
、
一
定
の
金
額
を
、
そ

の
者
の
各
年
の
所
得
税
額
か
ら

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

特
別
控
除
額
の
計
算

算
式
：
控
除
額
＝
住
宅
借
入

金
等
の
年
末
残
高
×
0
・
7
％

③

控
除
限
度
額
等

令
和
4
年
度
の
税
制
改
正
に

お
い
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
制
度
は
延
長
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
最
大
限
控
除
で
き

る
金
額
や
控
除
期
間
は
取
得
す

る
住
宅
の
省
エ
ネ
性
能
や
入
居

す
る
年
に
よ
り
分
類
さ
れ
左
の

図
の
と
お
り
と
な
っ
た
。

④

Ｚ
Ｅ
Ｈ

Ｚ
Ｅ
Ｈ
と
は
、
ネ
ッ
ト
・
ゼ

ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ハ
ウ
ス
の

略
で
、
外
皮
の
断
熱
性
能
の
大

幅
な
向
上
と
、
高
効
率
な
設
備

・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、

室
内
環
境
の
質
を
維
持
し
つ
つ

大
幅
な
省
エ
ネ
を
実
現
し
（
省

エ
ネ
基
準
比
20
％
以
上
）、
そ

の
上
で
、
太
陽
光
発
電
等
の
再

エ
ネ
を
導
入
し
て
、
年
間
の
一

次
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
収
支
を
ゼ
ロ

と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
住
宅

を
い
う

⑤

省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅

省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅
と

は
、「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
く
省
エ
ネ
基
準
を

満
た
す
住
宅
を
い
う
。
な
お
、

省
エ
ネ
基
準
は
次
の
2
つ
の
基

準
に
よ
り
判
定
さ
れ
る
。

な
お
、
現
行
法
で
は
、
延
べ

床
面
積
3
0
0
㎡
以
上
の
中
規

模
・
大
規
模
建
築
物
（
非
住

宅
）
ま
で
が
、
省
エ
ネ
基
準
へ

の
適
合
義
務
対
象
と
な
っ
て
い

る
が
、
2
0
2
5
年
度
以
降
か

ら
は
、
小
規
模
建
築
物
（
非
住

宅
）
や
住
宅
に
つ
い
て
も
省
エ

ネ
基
準
適
合
義
務
の
対
象
と
な

る
。

⑵
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
を
し

た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控

除
（
措
法
41
の
19
の
4
）

①

制
度
の
概
要

個
人
が
、
国
内
に
お
い
て
、

認
定
住
宅
等
の
新
築
を
し
て
、

令
和
5
年
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
そ
の
家
屋
を
そ
の
者
の
居

住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、

認
定
住
宅
等
に
つ
い
て
講
じ
ら

れ
た
構
造
及
び
設
備
に
係
る
標

準
的
な
費
用
の
額
の
10
％
を
そ

の
者
の
そ
の
年
分
の
所
得
税
額

か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
な
お
、
そ
の
年
分
の
所
得

税
額
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
税

額
控
除
限
度
額
は
、
そ
の
者
の

翌
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

控
除
限
度
額
等

4
�
補
助
金

⑴
Ｚ
Ｅ
Ｈ
補
助
金

Ｚ
Ｅ
Ｈ
の
新
築
や
新
築
Ｚ
Ｅ

Ｈ
を
購
入
す
る
者
を
対
象
に
し

た
補
助
金
で
、
申
請
者
が
常
時

居
住
す
る
た
め
の
住
宅
で
一
般

社
団
法
人
環
境
共
創
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
に
登
録
さ
れ
た
Ｚ
Ｅ
Ｈ
ビ

ル
ダ
ー
等
が
設
計
、
建
築
、
販

売
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
1

戸
に
つ
き
55
万
円
か
ら
1
1
2

万
円
の
補
助
金
が
支
援
さ
れ

る
。

⑵
こ
ど
も
み
ら
い
住
宅
支
援
事

業
子
育
て
支
援
及
び
2
0
5
0

年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の

実
現
の
観
点
か
ら
、
子
育
て
世

帯
（
18
歳
未
満
の
子
を
有
す
る

世
帯
）・
若
者
夫
婦
世
帯
（
夫

婦
の
い
ず
れ
か
が
39
歳
以
下
の

世
帯
）
に
よ
る
高
い
省
エ
ネ
性

能
を
有
す
る
新
築
住
宅
の
取
得

や
住
宅
の
省
エ
ネ
改
修
等
に
対

し
て
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、

子
育
て
世
帯
・
若
者
夫
婦
世
帯

の
住
宅
取
得
に
伴
う
負
担
軽
減

を
図
る
と
と
も
に
、
省
エ
ネ
性

能
を
有
す
る
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の

形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
や
認
定
長
期
優
良

住
宅
、
省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅

の
新
築
等
を
対
象
に
1
戸
に
つ

き
60
万
円
か
ら
1
0
0
万
円
の

補
助
金
が
支
援
さ
れ
る
。

5
�
お
わ
り
に

若
年
世
帯
の
住
宅
取
得
は
不

動
産
の
価
格
の
上
昇
や
収
入
の

減
少
な
ど
を
考
え
る
と
以
前
と

比
べ
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
住
宅
取
得
を
支
援
す
る
税

制
や
補
助
金
の
制
度
は
、
カ
ー

ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
観
点
か

ら
省
エ
ネ
性
能
の
高
い
住
宅
が

主
な
対
象
だ
が
、
こ
れ
ら
の
住

宅
は
そ
の
省
エ
ネ
性
能
に
比
例

し
て
購
入
価
格
も
高
く
な
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た

め
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
る
恩

恵
は
価
格
の
上
昇
分
と
相
殺
さ

れ
て
し
ま
い
、
今
ま
で
の
制
度

と
比
べ
住
宅
取
得
を
支
援
す
る

と
い
う
効
果
は
薄
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
国
の
未
来
を
考
え
る

と
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
も

大
事
な
視
点
だ
が
、
少
子
化
対

策
も
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
以
上
の
住
宅
取
得
の
た

め
の
支
援
制
度
が
望
ま
れ
る
。

熊谷 洋平〔神田〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
4
年
7
月
月
次
研
究
会
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